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第１１章 雑則 

（電話帳） 

第５７条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が別記１８（電話帳の掲載）に定 

めるところにより、電気通信番号を電話帳（別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同 

じとします。）に掲載します。 

（注）「別に定める協定事業者」は NTT西日本株式会社とします。 

 

料金表 

第４表 附帯サービスに関する料金 

第２ 電話帳掲載料 

区分 単位 料金額（税込価格） 

電話帳掲載料 電話帳発行の都度１掲載ごとに 500円（550円） 
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第１１章 雑則 

（電話帳） 

第５７条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が別記１８（電話帳の掲載）に定め

るところにより、電気通信番号を電話帳（別に定める事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとしま

す。）に掲載します。 

（注）「別に定める事業者」は NTTタウンページ株式会社とします。 

 

 

料金表 

第４表 附帯サービスに関する料金 

第２ 電話帳掲載料 

区分 単位 料金額（税込価格） 

電話帳掲載料 電話帳への掲載１番号ごとに（初回のみ） 500円（550円） 

 

 

 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２６年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービ

スの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


